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１ 事業目的 

 日本ワインの発祥の地であり、日本のワイン文化を牽引してきた山梨県は、平成２

５年７月、国から全国で初めてワインの地理的表示（ＧＩ）「山梨」の指定を受けて

おり、甲州ワインを中心に国際的な権威のあるワインコンクールでも数々の受賞を果

たしている。 

これに加え、令和３年４月、日本酒においてもＧＩ「山梨」が指定された。生産基

準では、富士山や南アルプスなどの名峰で育まれた本県自慢の豊かで良質な水に着目

し、原料となる水の採取地を県内６水系に限定するなど、山梨ならではの地域特性に

こだわった内容となっている。 

ＧＩには高い生産基準が求められることから、同一県で２つの酒類での指定は、全

国初の快挙といえる。 

このような中、海外のワイン・日本酒の専門家に対し、県産ワイン・日本酒の産地

特性（テロワール）に対する科学的・歴史的観点での深い理解を促すことで、海外の

専門家から世界各国の酒類業界関係者等に向けて産地山梨の情報を発信してもらい、

県産ワイン・日本酒のブランド力向上・輸出拡大を実現するため、県産ワイン・日本

酒のテロワールを示すための地理学的調査や分析等の調査を実施することとする。 

ついては、次のとおり、公募により法人等から企画提案を募集し、その内容を審査

して、最良の提案をした者を選定し、随意契約の相手方の候補者とする手続きを実施

する。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務委託の名称 

  「美酒美県やまなし」テロワール確立事業 

（２）業務委託期間 

  委託契約締結日を始期とし、令和６年３月２９日（金）を終期とする。 

（３）業務内容 

  別紙「美酒美県やまなし」テロワール確立事業業務委託仕様書（以下、「仕様書」

という。）に定めるとおりとする。 

（４）予算上限額 

  金 ３２，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は次に掲げる条件の全てを満たす法人とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入札

の参加者の資格に関する規定）に該当しない者であること。 
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（２）参加申込書類の提出日において、国又は地方公共団体その他の公共機関から競

争入札における指名停止措置を受けていない者であること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立

てがなされていない者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた者

を除く）であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に掲げる暴力団又はその構成員のいずれにも該当せず、かつ、これ

の利益になる活動をそれと知りながら行う者でないこと。 

（５）「山梨県建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領（平成２３年４月１日）」

や「山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領（平成１０年４月１日）」

による指名停止措置期間中の者でないこと。 

 (６) 山梨県税、消費税及び地方消費税等の滞納がないこと。 

（７）本件業務の実施に支障が無い経営状況にあること。 

（８）本件業務の実施が可能な体制が整えられていること。 

（９）上記の条件を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合 

には、応募を認めないことがある。  

 

４ プロポーザル実施日程 

実施項目 日程 

企画提案募集開始 令和５年８月２日（水） 

参加申込書提出期限     令和５年８月１０日（木） 

質問受付期限 令和５年８月１５日（火） 

質問回答期限 令和５年８月２１日（月） 

参加資格確認通知 令和５年８月１５日（火） 

企画提案書提出期限  令和５年８月２９日（火） 

プレゼンテーション審査会 令和５年９月１日（金） 

採択通知・契約締結 令和５年９月４日（月）以降 
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５ 参加申込書の提出と参加資格審査等 

（１）参加申込書類 

本件企画提案に応募する方（以下「企画提案応募者」という。）は、参加資格を

審査するため、次の書類を提出すること。 

提 出 書 類 部 数 

① 参加申込書【様式１】 １部 

② 誓約書【様式２－１】 １部 

③ 役員名簿【様式２－２】 １部 

④ 国税納税証明書(税務署で交付される様式)  １部 

⑤ 山梨県税納税証明書（山梨県税等に未納がない旨の証明書） 

（山梨県で交付される様式） 
１部 

⑥ 直近の会社の経営状況が把握できる資料 

（損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書等） 
１部 

⑦ 会社概要が把握できる資料（会社パンフレットなど） ６部 

※物品等入札資格者名簿に登載されている場合は、競争入札参加資格通知書（写）

を添付すること。この場合、上記②、③の提出は不要とする。 

 

（２）参加申込書類の提出方法・提出期限 

提出方法 電子メール（PDF ファイル）または郵送または持参 

※持参の場合の受付は、平日の午前９時から午後５時とする。 

提出期限 令和５年８月１０日（木）必着 

提出先  山梨県産業労働部 産業振興課 地場産業振興担当  

       〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 山梨県庁別館３階 

電子メールアドレス  

sanada-ahvk@pref.yamanashi.lg.jp （眞田） 

       kawahake-akvb@pref.yamanashi.lg.jp（川端下
か わ は け

） 

fukasawa-ahdd@pref.yamanashi.lg.jp (深澤) 

       ※電子メールで提出する場合は必ず上記３者宛に送付すること 
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（３）参加資格通知 

参加申込書類により確認を行い、資格有無について企画提案応募者に通知する。 

 

６ 企画提案に関する質問の受付 

本件に関する質問は、質問書【様式３】により受け付ける。 

（１）受付期限  令和５年８月１５日（火）必着 

（２）質問方法  電子メール 

（３）提出先   参加申込書類の提出先と同じ 

（４）回答方法  回答は、原則として、参加資格審査により企画提案応募者として

選定された全事業者に対して電子メールにより送付する。 

（５）回答期限  回答は令和５年８月２１日（月）までに行う。 

（６）そ の 他  本企画提案に関係のない質問や、本企画提案に公平性を保てない

と判断した場合などには、回答をしないこともある。 

 

７ 企画提案書類の提出 

（１）様式 

企画提案書類は１参加者につき１件のみとし、次により提出すること。 

項 目 内 容 部数 

企画提案 ・ A4版（縦横印刷いずれも可）、横書き、左綴じ、A3

版 折込可、ページ数制限なし 

・ 日本語表記で12ポイント以上 

・ 再委託する場合は、再委託先の事業者名及び再委託

する内容を記載すること 

・ 業務全体のスケジュールを示すこと 

・ その他については、仕様書のとおりとする 

１０ 

実施体制 ・ 本業務遂行のための実施体制が把握できる資料 

（業務実施責任者氏名、プロジェクトチームの構造図、

協力会社等） 

１０ 

主な実績 ・ 類似実績が把握できる資料（過去５年以内に実施し

たものに限る） 

１０ 

見 積 書 ・ 税抜価格、消費税、積算内訳を記載すること。 

・ 見積額は予算上限額の範囲内とすること。 

１０ 
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（２）企画提案書類の提出方法・提出期限 

提出方法 紙及び PDFファイル 

※必ず、紙及び PDF ファイルの両方を提出すること。 

紙は郵送または持参とし、PDFファイルは電子メールでの提出とする。 

提出期限 令和５年８月２９日（火）必着 

     ※持参の場合の受付は、平日の午前９時から午後５時とする。 

提出先  参加申込書類の提出先と同じ 

 

８ プレゼンテーション審査 

７で示した企画提案書類をもとに、次のとおりプレゼンテーション審査を行う。 

（１） 実施日 

令和５年９月１日（金）※時間と場所は別途通知する 

（２） プレゼンテーションの時間 

１社３５分程度 

（提案書説明２０分、質疑応答１０分、準備・入退室５分を予定） 

（３）その他 

① 提案説明者は、実施体制表に記載した者のうち、業務実施責任者になる者が行

うこと。 

② プロジェクター及びスクリーンは山梨県で用意するが、自前のプロジェクター

の持込みも可能。また、プロジェクターの使用は任意とする。 

③ プレゼンテーション時に追加資料の提出はできないものとする。また、既に提

出された企画提案書の再提出及び差し替えについてもできないものとする。 

④ プレゼンテーションに参加しない場合は、選考から除外する。 

⑤ プレゼンテーション審査は、オンラインで行う場合がある。 

 

９ 審査について 

（１）選考方法 

① 別紙「美酒美県やまなし」テロワール確立事業業務委託に係る企画提案選定の

手順及び審査基準に基づき、総合的に審査し、第１位の者を候補者とする。 

② 第１位の委託候補者と契約締結しないときは、次点の者を委託候補者とする。 

③ 審査結果に対する異議申し立ては受け付けない。 

（２）企画提案の無効 

次のいずれかに該当する場合、企画提案は無効とする。 

① 本募集要項に定める手続き等に合致しない場合 
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② 参加資格を満たしていないことが判明した場合、提案に関する談合、提出書類

の虚偽記載、その他の不正行為があった場合 

（３）審査結果の通知・公表 

① 審査結果は、令和５年９月４日（月）以降、メールおよび文書にて通知する。 

② 選定結果等については、山梨県のホームページで公表する。 

③ ホームページでの公表内容は、各企画提案応募者の評価基準毎の得点と総合 

点、契約者の名称、契約締結年月日、契約金額とする。ただし、契約者以外の

企画提案応募者の名称は公表しないものとする。 

 

１０ 契約に関する事項 

（１）審査の結果、最終的に１社を選定し、委託契約を締結する。 

（２）契約期間は、契約締結日から令和６年３月２９日（金）までとする。 

（３）企画提案の内容をもとに、県と協議の上、委託契約を締結する。 

 

１１ その他 

（１）企画提案及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本

国通貨とする。 

（２）選考経過についての問い合わせは受け付けない。 

（３）提出書類の取り扱い 

① 提案内容に含まれる特許権など、日本国の法令に基づいて保護されている第

三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、原則とし

て企画提案応募者が負う。 

② 提出書類は返却しない。 

（４）企画提案応募に関する費用負担 

①  企画提案応募者が本企画提案応募に要した一切の費用については、すべて企

画提案応募者自身の負担とする。 

②  契約を締結するまでの間、本要領に定めた条件を満たさない事態が発生した

場合には、契約を締結しないことがある。 

 

１２ 本件に関する問い合わせ先 

山梨県産業労働部 産業振興課 地場産業振興担当 （眞田・川端下・深澤） 

電話：０５５－２２３－８８７１（直通） 


